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示

○
平
成
十
九
年
度
第
一
回
埼
玉
県
警
察

官
（
巡
査
）
採
用
試
験
の
実
施

（
警

務

課
）

一

○
平
成
十
九
年
度
第
二
回
埼
玉
県
警
察

官
（
巡
査
）
採
用
試
験
の
実
施

（

〃

）

三

○
平
成
十
九
年
度
第
三
回
埼
玉
県
警
察

官
（
巡
査
）
採
用
試
験
の
実
施

（
警

務

課
）

五

○
平
成
十
九
年
度
埼
玉
県
警
察
官
（
巡

査
）
採
用
試
験
（
県
外
試
験
）
の
実

施

（

〃

）

六

埼
玉
県
警
察
本
部
告
示
第
三
十
五
号

平
成
十
九
年
度
第
一
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
、
平
成
十
九
年
度
第
一
回
埼

玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
、
平
成
十
九
年
度
第
一
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用

試
験
Ⅲ
類
、
平
成
十
九
年
度
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
国
際
捜
査
Ⅰ
類
及
び
平
成
十
九

年
度
第
一
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類
を
次
の
と
お
り
実
施
す

る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
日

埼
玉
県
警
察
本
部
長

加

地

正

人

１
試
験
の
名
称
及
び
採
用
予
定
人
員

�
平
成
１９
年
度
第
１
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類

男
性

２１５
人

女
性

２５
人

�
平
成
１９
年
度
第
１
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類

男
性

２５
人

女
性

５
人

�
平
成
１９
年
度
第
１
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅲ
類

男
性

９０
人

女
性

１０
人

�
平
成
１９
年
度
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
国
際
捜
査
Ⅰ
類

北
京
語

２
人

英
語

２
人

タ
ガ
ロ
グ
語
１
人

ベ
ト
ナ
ム
語
１
人

�
平
成
１９
年
度
第
１
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

柔
道

１
人

剣
道

１
人

２
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
そ
の
他
下
表
の
と
お
り

ア
学
歴
・
年
齢

試
験
区
分

学
歴

年
齢

Ⅰ
類

国
際
捜
査
Ⅰ
類

武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

１
学
校
教
育
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
２６

号
）
に
よ
る
大
学
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
上
記
１
に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
者

Ⅱ
類

１
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
又
は

専
修
学
校
（
２
年
制
以
上
の
専
門
課
程

で
年
間
授
業
時
数
が
６８０
時
間
以
上
の

も
の
に
限
る
。）
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
大
学
に
２
年
以
上
在
学
し
、
か
つ
、

６２
単
位
以
上
取
得
し
た
者
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
（
Ⅰ

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
昭
和
６３
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

埼 玉県発行
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類
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

３
上
記
１
又
は
２
に
該
当
す
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

Ⅲ
類

Ⅰ
類
及
び
Ⅱ
類
に
該
当
し
な
い
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
元
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

イ
そ
の
他

国
際
捜
査
Ⅰ
類

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
語
学
が
堪
能
な
者

１
海
外
留
学
等
の
経
験
が
１
年
以
上
あ
る
者

２
外
国
語
指
導
業
務
の
経
験
が
２
年
以
上
あ
る
者

３
通
訳
又
は
翻
訳
業
務
の
経
験
が
２
年
以
上
あ
る
者

４
上
記
１
か
ら
３
ま
で
に
相
当
す
る
語
学
力
を
有
す
る
者

武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
備
え
、
卓
越
し
た
技
術
を
有
す
る
者

１
柔
道
段
位
が
四
段
以
上
（
卒
業
見
込
み
の
者
に
限
り
三
段
を
含
む
。）

で
、
全
日
本
柔
道
連
盟
若
し
く
は
こ
れ
に
加
盟
す
る
団
体
が
主
催
し

て
行
う
競
技
会
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
競
技
会
に
お

い
て
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
者

２
剣
道
段
位
が
四
段
以
上
（
卒
業
見
込
み
の
者
に
限
り
三
段
を
含
む
。）

で
、
全
日
本
剣
道
連
盟
若
し
く
は
こ
れ
に
加
盟
す
る
団
体
が
主
催
し

て
行
う
競
技
会
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
競
技
会
に
お

い
て
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
者

３
試
験
の
方
法

�
第
１
次
試
験

教
養
試
験
（
国
際
捜
査
Ⅰ
類
を
除
く
。）、
専
門
試
験
Ⅰ
（
国
際
捜
査
Ⅰ

類
の
み
。）、
論
文
（
作
文
）
試
験
及
び
適
性
試
験

�
第
２
次
試
験

専
門
試
験
Ⅱ
（
国
際
捜
査
Ⅰ
類
の
み
。）、
人
物
試
験
、
体
力
検
査
及
び

身
体
検
査

４
試
験
の
月
日
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

月
日

試
験
会
場

合
格
発
表

第
１
次

試
験

５
月
１３
日（
日
）
芝
浦
工
業
大
学

（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
警
察
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

６
月
５
日
（
火
）
午
前
１０

時
か
ら
７
日
間
、
合
格
者

の
受
験
番
号
を
県
庁
本
庁

舎
南
玄
関
の
掲
示
板
に
掲

示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に

は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

６
月
９
日（
土
）か
ら
６
月
１１
日
（
月
）
ま
で
又
は

６
月
１６
日
（
土
）
の
い
ず
れ
か
１
日
及
び
６
月
１２
日

（
火
）
か
ら
６
月
２１
日
（
木
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
１

日
（
た
だ
し
、
６
月
１７
日
（
日
）
を
除
く
。）、
埼
玉

県
警
察
学
校
で
行
う
。

８
月
９
日
（
木
）
に
第
１

次
試
験
合
格
発
表
と
同
様

の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知

す
る
。

（
注
）
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

５
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
１９
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

区
分

採
用
（
入
校
）
時
の
初
任
給

Ⅰ
類

国
際
捜
査
Ⅰ
類

武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

２１５
，２５０
円

Ⅱ
類

２０４
，７５０
円

Ⅲ
類

１８５
，６４０
円

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
。

エ
採
用
時
ま
で
に
給
与
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

６
採
用
の
方
法

合
格
者
は
、
採
用
の
た
め
の
意
向
確
認
後
、
欠
員
の
状
況
等
に
応
じ
て
逐
次
採
用
さ
れ
る
。

採
用
の
時
期
は
、
平
成
１９
年
１０
月
１
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ⅰ
類
の
大
学
卒
業

見
込
者
、
Ⅱ
類
の
短
期
大
学
又
は
専
修
学
校
の
卒
業
見
込
者
、
国
際
捜
査
Ⅰ
類
及
び
武
道
・
体

育
指
導
Ⅰ
類
は
、
平
成
２０
年
４
月
１
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。
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７
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
、
県
内
各
警
察
署
等
に
お
い
て
、

平
成
１９
年
４
月
２
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
又
は
県
内
各
警
察
署
に

提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合
は
、
埼
玉
県
警
察
採

用
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。

�
受
付
期
間

ア
持
参
受
付
及
び
郵
送
受
付

４
月
２
日
（
月
）
か
ら
４
月
１８
日
（
水
）
ま
で

（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

４
月
２
日
（
月
）
午
前
８
時
３０
分
か
ら
４
月
１７
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で

８
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦
和

区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
警
察
職
員
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０１２０

―３７３５１４
）
に
行
う

こ
と
。

埼
玉
県
警
察
本
部
告
示
第
三
十
六
号

平
成
十
九
年
度
第
二
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
、
平
成
十
九
年
度
第
二
回
埼

玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
、
平
成
十
九
年
度
第
二
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用

試
験
Ⅲ
類
及
び
平
成
十
九
年
度
第
二
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ

類
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
日

埼
玉
県
警
察
本
部
長

加

地

正

人

１
試
験
の
名
称
及
び
採
用
予
定
人
員

�
平
成
１９
年
度
第
２
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類

男
性

９５
人

女
性

２５
人

�
平
成
１９
年
度
第
２
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類

男
性

１５
人

女
性

５
人

�
平
成
１９
年
度
第
２
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅲ
類

男
性

７０
人

女
性

１０
人

�
平
成
１９
年
度
第
２
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

柔
道

１
人

剣
道

１
人

２
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
そ
の
他
下
表
の
と
お
り

ア
学
歴
・
年
齢

試
験
区
分

学
歴

年
齢

Ⅰ
類

武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

１
学
校
教
育
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
２６

号
）
に
よ
る
大
学
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
上
記
１
に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
者

Ⅱ
類

１
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
又
は

専
修
学
校
（
２
年
制
以
上
の
専
門
課
程

で
年
間
授
業
時
数
が
６８０
時
間
以
上
の

も
の
に
限
る
。）
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
大
学
に
２
年
以
上
在
学
し
、
か
つ
、

６２
単
位
以
上
取
得
し
た
者
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
（
Ⅰ

類
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

３
上
記
１
又
は
２
に
該
当
す
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
昭
和
６３
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

Ⅲ
類

Ⅰ
類
及
び
Ⅱ
類
に
該
当
し
な
い
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
２
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

－３－
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イ
そ
の
他

武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
備
え
、
卓
越
し
た
技
術
を
有
す
る
者

１
柔
道
段
位
が
四
段
以
上
（
卒
業
見
込
み
の
者
に
限
り
三
段
を
含
む
。）

で
、
全
日
本
柔
道
連
盟
若
し
く
は
こ
れ
に
加
盟
す
る
団
体
が
主
催
し

て
行
う
競
技
会
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
競
技
会
に
お

い
て
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
者

２
剣
道
段
位
が
四
段
以
上
（
卒
業
見
込
み
の
者
に
限
り
三
段
を
含
む
。）

で
、
全
日
本
剣
道
連
盟
若
し
く
は
こ
れ
に
加
盟
す
る
団
体
が
主
催
し

て
行
う
競
技
会
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
競
技
会
に
お

い
て
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
者

３
試
験
の
方
法

�
第
１
次
試
験

教
養
試
験
、
論
文
（
作
文
）
試
験
及
び
適
性
試
験

�
第
２
次
試
験

人
物
試
験
、
体
力
検
査
及
び
身
体
検
査

４
試
験
の
月
日
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

月
日

試
験
会
場

合
格
発
表

第
１
次

試
験

９
月
１６
日（
日
）
芝
浦
工
業
大
学

（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
警
察
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

１０
月
１０
日
（
水
）
午
前
１０

時
か
ら
７
日
間
、
合
格
者

の
受
験
番
号
を
県
庁
本
庁

舎
南
玄
関
の
掲
示
板
に
掲

示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に

は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

１０
月
１３
日
（
土
）
又
は
１０
月
１４
日
（
日
）
の
い
ず

れ
か
１
日
及
び
１０
月
１５
日
（
月
）
か
ら
１０
月
１９
日

（
金
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
１
日
、
埼
玉
県
警
察
学
校

で
行
う
。

１２
月
５
日
（
水
）
に
第
１

次
試
験
合
格
発
表
と
同
様

の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ
か
、

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知

す
る
。

（
注
）
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

５
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
１９
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

区
分

採
用
（
入
校
）
時
の
初
任
給

Ⅰ
類

武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類

２１５
，２５０
円

Ⅱ
類

２０４
，７５０
円

Ⅲ
類

１８５
，６４０
円

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
。

エ
採
用
時
ま
で
に
給
与
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

６
採
用
の
方
法

合
格
者
は
、
採
用
の
た
め
の
意
向
確
認
後
、
欠
員
の
状
況
等
に
応
じ
て
逐
次
採
用
さ
れ
る
。

採
用
の
時
期
は
、
平
成
２０
年
１
月
４
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ⅰ
類
の
大
学
卒
業

見
込
者
、
Ⅱ
類
の
短
期
大
学
又
は
専
修
学
校
の
卒
業
見
込
者
及
び
武
道
・
体
育
指
導
Ⅰ
類
は
、

平
成
２０
年
４
月
１
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。

７
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
、
県
内
各
警
察
署
等
に
お
い
て
、

平
成
１９
年
４
月
２
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
又
は
県
内
各
警
察
署
に

提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合
は
、
埼
玉
県
警
察
採

用
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。

�
受
付
期
間

ア
持
参
受
付
及
び
郵
送
受
付

－４－

号外第��号平成��年�月�日（月曜日）



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

８
月
１
日
（
水
）
か
ら
８
月
２２
日
（
水
）
ま
で

（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

８
月
１
日
（
水
）
午
前
８
時
３０
分
か
ら
８
月
２１
日
（
火
）
午
後
５
時
ま
で

８
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦
和

区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
警
察
職
員
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０１２０

―３７３５１４
）
に
行
う

こ
と
。

埼
玉
県
警
察
本
部
告
示
第
三
十
七
号

平
成
十
九
年
度
第
三
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
、
平
成
十
九
年
度
第
三
回
埼

玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類
及
び
平
成
十
九
年
度
第
三
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採

用
試
験
Ⅲ
類
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
日

埼
玉
県
警
察
本
部
長

加

地

正

人

１
試
験
の
名
称
及
び
採
用
予
定
人
員

�
平
成
１９
年
度
第
３
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類

男
性

４０
人

�
平
成
１９
年
度
第
３
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅱ
類

男
性

１０
人

�
平
成
１９
年
度
第
３
回
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅲ
類

男
性

３０
人

２
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
そ
の
他
下
表
の
と
お
り

試
験
区
分

学
歴

年
齢

Ⅰ
類

１
学
校
教
育
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
２６

号
）
に
よ
る
大
学
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
上
記
１
に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
者

Ⅱ
類

１
学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
又
は

専
修
学
校
（
２
年
制
以
上
の
専
門
課
程

で
年
間
授
業
時
数
が
６８０
時
間
以
上
の

も
の
に
限
る
。）
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
大
学
に
２
年
以
上
在
学
し
、
か
つ
、

６２
単
位
以
上
取
得
し
た
者
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
取
得
見
込
み
の
者
（
Ⅰ

類
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。）

３
上
記
１
又
は
２
に
該
当
す
る
者
と
同

等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
昭
和
６３
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

Ⅲ
類

Ⅰ
類
及
び
Ⅱ
類
に
該
当
し
な
い
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
２
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

３
試
験
の
方
法

�
第
１
次
試
験

教
養
試
験
、
論
文
（
作
文
）
試
験
及
び
適
性
試
験

�
第
２
次
試
験

人
物
試
験
、
体
力
検
査
及
び
身
体
検
査

４
試
験
の
月
日
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

月
日

試
験
会
場

合
格
発
表

第
１
次

試
験

１
月
２７
日（
日
）
芝
浦
工
業
大
学

（
さ
い
た
ま
市
）

埼
玉
県
警
察
学
校

（
さ
い
た
ま
市
）

２
月
１９
日
（
火
）
午
前
１０

時
か
ら
７
日
間
、
合
格
者

の
受
験
番
号
を
県
庁
本
庁

舎
南
玄
関
の
掲
示
板
に
掲

示
す
る
ほ
か
、
合
格
者
に

は
文
書
で
通
知
す
る
。

第
２
次

試
験

２
月
２３
日
（
土
）
又
は
２
月
２４
日
（
日
）
の
い
ず

れ
か
１
日
及
び
２
月
２５
日
（
月
）
か
ら
２
月
２７
日

（
水
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
１
日
、
埼
玉
県
警
察
学
校

４
月
１１
日
（
金
）
に
第
１

次
試
験
合
格
発
表
と
同
様

の
方
法
で
掲
示
す
る
ほ
か
、

－５－
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で
行
う
。

合
格
者
に
は
文
書
で
通
知

す
る
。

（
注
）
合
格
発
表
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
も

行
う
。

５
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
１９
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

区
分

採
用
（
入
校
）
時
の
初
任
給

Ⅰ
類

２１５
，２５０
円

Ⅱ
類

２０４
，７５０
円

Ⅲ
類

１８５
，６４０
円

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
。

エ
採
用
時
ま
で
に
給
与
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

６
採
用
の
方
法

合
格
者
は
、
採
用
の
た
め
の
意
向
確
認
後
、
欠
員
の
状
況
等
に
応
じ
て
逐
次
採
用
さ
れ
る
。

採
用
の
時
期
は
、
平
成
２０
年
６
月
１
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。

７
受
験
手
続

�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
、
県
内
各
警
察
署
等
に
お
い
て
、

平
成
１９
年
４
月
２
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
又
は
県
内
各
警
察
署
に

提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合
は
、
埼
玉
県
警
察
採

用
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。

�
受
付
期
間

ア
持
参
受
付
及
び
郵
送
受
付

１２
月
３
日
（
月
）
か
ら
１２
月
２０
日
（
木
）
ま
で

（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
期
間
内
消
印
有
効
）

イ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
受
付

１２
月
３
日
（
月
）
午
前
８
時
３０
分
か
ら
１２
月
１９
日
（
水
）
午
後
５
時
ま
で

８
そ
の
他

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦
和

区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
警
察
職
員
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０１２０

―３７３５１４
）
に
行
う

こ
と
。

埼
玉
県
警
察
本
部
告
示
第
三
十
八
号

平
成
十
九
年
度
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
（
県
外
試
験
）
及
び
平
成
十
九
年
度

埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅲ
類
（
県
外
試
験
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
日

埼
玉
県
警
察
本
部
長

加

地

正

人

１
試
験
の
名
称
及
び
採
用
予
定
人
員

�
平
成
１９
年
度
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅰ
類
（
県
外
試
験
）

北
海
道
（
男
性
）
６
人

青
森
県
（
男
性
）
３
人

岩
手
県
（
男
性
）
３
人

宮
城
県
（
男
性
）
６
人

山
形
県
（
男
性
）
３
人

福
島
県
（
男
性
）
３
人

栃
木
県
（
男
性
）
３
人

群
馬
県
（
男
性
）
６
人

新
潟
県
（
男
性
）
３
人

�
平
成
１９
年
度
埼
玉
県
警
察
官
（
巡
査
）
採
用
試
験
Ⅲ
類
（
県
外
試
験
）

－６－
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北
海
道
（
男
性
）
４
人

青
森
県
（
男
性
）
２
人

岩
手
県
（
男
性
）
２
人

宮
城
県
（
男
性
）
４
人

山
形
県
（
男
性
）
２
人

福
島
県
（
男
性
）
２
人

栃
木
県
（
男
性
）
２
人

群
馬
県
（
男
性
）
４
人

新
潟
県
（
男
性
）
２
人

２
受
験
資
格

�
日
本
国
籍
を
有
す
る
者

�
地
方
公
務
員
法
第
１６
条
に
該
当
し
な
い
者

�
そ
の
他
下
表
の
と
お
り

試
験
区
分

学
歴

年
齢

Ⅰ
類

１
学
校
教
育
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
２６

号
）
に
よ
る
大
学
を
卒
業
又
は
平
成
２０

年
３
月
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
者

２
上
記
１
に
該
当
す
る
者
と
同
等
の
資

格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
以

降
に
生
ま
れ
た
者

Ⅲ
類

上
記
に
該
当
し
な
い
者

昭
和
５２
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
２
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
者

３
試
験
の
方
法

�
第
１
次
試
験

教
養
試
験
、
論
文
（
作
文
）
試
験
及
び
適
性
試
験

�
第
２
次
試
験

人
物
試
験
、
体
力
検
査
及
び
身
体
検
査

（
注
）
上
記
試
験
種
目
の
う
ち
、
論
文
（
作
文
）
試
験
及
び
適
性
試
験
に
つ
い
て
第
１
次
試
験

で
実
施
さ
れ
な
い
場
合
は
、
第
２
次
試
験
で
実
施
す
る
。

４
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

�
試
験
地

北
海
道
、
青
森
県
、
岩
手
県
、
宮
城
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
栃
木
県
、
群
馬
県
及
び
新

潟
県
（
以
下
「
地
元
県
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
実
施
す
る
。

�
試
験
の
日
時
、
試
験
会
場
及
び
合
格
発
表

試
験

日
時
及
び
試
験
会
場

合
格
発
表

第
１
次

試
験

各
地
元
県
と
同
一
の
日
時

及
び
試
験
会
場
で
行
う
。

地
元
県
の
発
表
後
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
す

る
。

第
２
次

試
験

各
地
元
県
の
日
時
に
合
わ

せ
て
各
地
元
県
内
で
行
う
。

地
元
県
の
発
表
後
、
合
格
者
に
文
書
で
通
知
す

る
。

（
注
）
最
終
合
格
発
表
に
つ
い
て
は
、
発
表
日
の
午
前
１０
時
か
ら
７
日
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
に
よ
っ
て
も
行
う
。

５
試
験
の
対
象
と
な
る
職
の
概
要
及
び
給
与

�
職
の
概
要

個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
、
犯
罪
の
予
防
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交

通
の
取
締
り
そ
の
他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
任
務
に
従
事
す
る
。

�
給
与

ア
平
成
１９
年
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る
初
任
給
（
地
域
手
当
を
含
む
。）
は
、
原
則
と
し

て
下
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

区
分

採
用
（
入
校
）
時
の
初
任
給

Ⅰ
類

２１５
，２５０
円

Ⅲ
類

１８５
，６４０
円

イ
上
記
の
ほ
か
、
支
給
要
件
に
該
当
す
る
者
に
は
、
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
、

期
末
・
勤
勉
手
当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

ウ
一
定
の
経
歴
が
あ
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
所
定
の
額
が
加
算
さ
れ
る
。

エ
採
用
時
ま
で
に
給
与
制
度
の
改
正
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
。

６
採
用
の
方
法

合
格
者
は
、
採
用
の
た
め
の
意
向
確
認
後
、
欠
員
の
状
況
等
に
応
じ
て
逐
次
採
用
さ
れ
る
。

採
用
の
時
期
は
、
平
成
２０
年
１
月
４
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ⅰ
類
の
大
学
卒
業

見
込
者
及
び
Ⅲ
類
は
、
平
成
２０
年
４
月
１
日
以
降
の
予
定
で
あ
る
。

７
受
験
手
続

－７－

号外第��号平成��年�月�日（月曜日）



�
受
験
申
込
用
紙
の
入
手
方
法

受
験
案
内
及
び
申
込
書
は
、
各
地
元
県
の
人
事
委
員
会
事
務
局
及
び
警
察
本
部
警
務
課
に

お
い
て
配
布
す
る
。

�
申
込
方
法

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
所
定
の
機
関
に
提
出
す
る
こ
と
。

�
受
付
期
間

各
地
元
県
と
同
一
期
間
と
す
る
。

８
そ
の
他

�
こ
の
試
験
は
、
第
１
次
試
験
の
実
施
ま
で
埼
玉
県
警
察
本
部
と
地
元
県
の
人
事
委
員
会
等

が
共
同
し
て
行
い
、
第
１
次
試
験
の
合
格
者
の
決
定
以
降
を
埼
玉
県
警
察
本
部
が
行
う
も
の

で
あ
る
。

�
こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
埼
玉
県
警
察
採
用
セ
ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
浦

和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号
埼
玉
県
警
察
職
員
採
用
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
０１２０

―３７３５１４
）
に

行
う
こ
と
。

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

－８－

号外第��号平成��年�月�日（月曜日）


	目次
	告示
	平成十九年度第一回埼玉県警察官（巡査）採用試験の実施
	平成十九年度第二回埼玉県警察
官（巡査）採用試験の実施
	平成十九年度第三回埼玉県警察 官（巡査）採用試験の実施
	平成十九年度埼玉県警察官（巡査）採用試験（県外試験）の実施



